
日南町第１回臨時28年１月19日
日南町告示第１号
　平成28年第１回日南町議会臨時会を次のとおり招集する。
　　　平成28年１月15日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日南町長　増　原　　　聡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
　招集年月日　　平成28年１月19日
　招集場所　日南町役場庁舎　議場
　附議事件
　　１．日南町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の
制定について
　　　　───────────────────────────────
○開会日に応招した議員
　　　　　　　足　羽　　　覚君　　　　　　　　　　　惠比奈　礼　子君
　　　　　　　古　都　勝　人君　　　　　　　　　　　山　本　芳　昭君
　　　　　　　大　西　　　保君　　　　　　　　　　　坪　倉　勝　幸君
　　　　　　　近　藤　仁　志君　　　　　　　　　　　荒　木　　　博君
　　　　　　　久　代　安　敏君　　　　　　　　　　　福　田　　　稔君
　　　　　　　村　上　正　広君
　　　　───────────────────────────────
○応招しなかった議員
　　　　　　　藤　原　泰　則君
　　　　───────────────────────────────
────────────────────────────────────────
　　　平成28年　第１回（臨時）日　南　町　議　会　会　議　録（第１日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成28年１月19日（火曜日）
────────────────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　議事日程（第１号）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成28年１月19日　午前９時開会
日程第１　会議録署名議員の指名
日程第２　会期の決定
日程第３　選挙第１号　日南町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数
に関する条例の制定について
日程第４　議員派遣の件
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　本日の会議に付した事件
日程第１　会議録署名議員の指名
日程第２　会期の決定
日程第３　選挙第１号　日南町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数
に関する条例の制定について
日程第４　議員派遣の件
　　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　　出席議員（11名）
　　　　　　１番　足　羽　　　覚君　　　　　　２番　惠比奈　礼　子君
　　　　　　４番　古　都　勝　人君　　　　　　５番　山　本　芳　昭君
　　　　　　６番　大　西　　　保君　　　　　　７番　坪　倉　勝　幸君
　　　　　　８番　近　藤　仁　志君　　　　　　９番　荒　木　　　博君
　　　　　　10番　久　代　安　敏君　　　　　　11番　福　田　　　稔君
　　　　　　12番　村　上　正　広君
　　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　欠席議員（１名）
　　　　　　３番　藤　原　泰　則君
　　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　欠　　員（なし）
　　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　事務局出席職員職氏名
局長　───────　岩　崎　昭　男君　　書記　───────　佐　伯　晋　介君
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　　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　説明のため出席した者の職氏名
町長　───────　増　原　　　聡君　　副町長　──────　中　村　英　明君
総務課長　─────　高　見　正　司君　　農業委員会事務局長　　小　澤　美知弥君
　　　　───────────────────────────────
　　　　　　　　　　　　　　午前９時００分開会
○議長（村上　正広君）改めまして、新年明けましておめでとうございます。
　ただいまの出席は１１名であります。定足数に達していますので、平成２８年第１回日
南町議会臨時会を開会いたします。
　直ちに本日の会議を開きます。
　本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
　地方自治法第１２１条の規定により、本臨時会に出席を求めた者は、タブレットの報告
・議案ファイル２ページの報告書のとおりであります。
　本町の監査委員から、平成２７年１２月１７日付、平成２８年１月１８日付をもって、
地方自治法第２３５条の２の規定による例月出納検査の結果について報告がありました。
３ページから１６ページのとおり報告をいたします。
　同じく、本町の監査委員から、平成２７年１２月１７日付をもって、地方自治法第
１９９条第４項の規定による定期監査の結果について、同条第９項の規定に基づき報告が
ありました。１７ページから２０ページのとおり報告をいたします。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第１　会議録署名議員の指名
○議長（村上　正広君）日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。
　会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長において、４番、古都勝人
議員、５番、山本芳昭議員の２名を指名いたします。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第２　会期の決定
○議長（村上　正広君）日程第２、会期の決定を議題といたします。
　お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日１日といたしたいと思いますが、これに御
異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（村上　正広君）御異議なしと認めます。よって、本臨時会の会期は、本日１日と
決定をいたしました。
　　　　─────────────・───・─────────────
○議長（村上　正広君）ここで執行部からの発言が求められていますので、これを許しま
す。
　増原町長。
○町長（増原　　聡君）新年明けましておめでとうございます。
　議員各位におかれましても、また町民の皆様におかれましても、ことしは本当に２０数
年ぶりという雪のない年末年始でありましたけども、つつがなく新年を迎えられたという
ふうに思っております。きのうから雪が降り始めまして、やっと日南町も冬らしい冬とい
いますか、そういうふうな時期を迎えました。ある程度冬にも雪が降らないと、やはり除
雪関係のお仕事をされてる方々、またスキー場で働かれてる方々、そしてまた農繁期等へ
の水不足等も懸念されるところでありますので、適度に降っていただきたいというふうに
は思っておりますが、余り降らないということがいいのかなと思っておりますし、ちょう
どセンター試験のほうの日にちも外れましたので、ちょうどいい時期に振り始めたのかな
というふうに考えておるところでございます。
　さて、ことしはよく言われるように、地方創生元年というふうなことがよく言われてい
ます。日南町におきましても、昨年、平成２７年は非常に人口の自然減の多い年でありま
した。ことしにおきましても、やはり自然減という流れは毎日のように続いておるという
ふうに認識をしております。そういう中で、人口も４，８００人を切るというふうなこと
になって、本当に後のない年になってきておるというふうに思っております。
　ことしは、さる年ということでありまして、「申」という字を書くわけでありますけど
も、口だけ動かしてみますと「呻く（うめく）」という文字になります。人が動くと伸び
るという字になります。ぜひとも議員各位におかれましても、また私を含め職員一同、そ
して町民の皆さんが本当に動いていただいて、伸びる年にしていきたいというふうに思っ
ております。新年年頭に当たりまして、そういうことをお願いをしたいというふうに思っ
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ております。
　また、二、三点ほどちょっと御報告をさせていただきたいと思っております。明日は、
広島のほうの中国電力に参りまして、系統連系についてもう一度伺って、できる限りまた
再生エネルギーをふやしていくというふうなことについても検討をしてまいりたいという
ふうに思っております。
　また、あさっては教育委員会のほうに参りまして、一つには、いわゆる２番の電車があ
るわけですけども、この電車が、少しおくらせていただきますと幾つかの米子への県立高
校に通学が可能になるということが非常に容易になるということがあります。これを日野
郡と伯耆町と連名で校長と教育委員会のほうにお願いをしていきたいというふうに思って
おります。
　また、もう一つは、日野高校が所有されとります三本松の農場でありますけども、未利
用でありまして、何とか農、福、学、そして産業というふうな面から利用できないかとい
うふうなことで、これについても、ぜひとも日南町等に貸与していただきまして、日野郡
内の福祉の施設、グループ、そして特産品等の開発等も行っていけたらというふうに思っ
ておりますし、一つには、観光的な面での、例えば花を植えて、あそこが大体３ヘクから
４ヘクありますので、そういうふうなものも利用できないかというふうなことをちょっと
提案してみたいというふうに思っておりますので、御承知おきをいただきたいというふう
に思っています。
　何はともあれ、先ほど申しましたように、非常に厳しい人口減という中で、我々は日南
町というものを存続させるために頑張らなければいけないというふうに思っておりますの
で、引き続きまして議員各位、また町民の皆様の御協力を賜りたいと思いまして、年頭の
挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第３　議案第１号
○議長（村上　正広君）日程第３、議案第１号、日南町農業委員会の農業委員及び農地利
用最適化推進委員の定数に関する条例の制定についてを議題といたします。
　本案につき、提案者から提案理由の説明を求めます。
　増原町長。
○町長（増原　　聡君）議案第１号、日南町農業委員会の農業委員及び農地利用適正化推
進委員の定数に関する条例の制定について、概要のほうについて述べさせていただきま
す。
　農業委員会等に関する法律において、農業委員会等の法の改正がなされ、農業委員会の
農業委員及び新設される農地利用適正化推進委員の定数を市町村の条例として定めること
となるため、制定するものでございます。
　内容といたしましては、農業委員会の農業委員の定数を現在の、１３名だったというふ
うに思いますけども、これを１０名とするというものでございます。また、農業委員会の
農地利用適正化推進委員の定数は、新設でありますけども、これを９人とするというもの
であります。
　また、これに伴いまして、日南町農業委員会の選挙による議員の定数条例は廃止とする
ものであります。これまでは農業委員会の委員につきましては公選制でありましたけど
も、これが町長の議会の承認を得て任命をするということになりましたので、そういう形
にしたいというふうに思っております。
　施行期日は、平成２８年４月１日であります。
　経過措置といたしましては、第２条第１項の規定にかかわらず、この条例の施行の際、
現に存在する農業委員会の委員は、その任期満了の日、選挙による委員の全員が全てなく
なったときは、そのなくなった日までの間に限り、なお従前の例により在任するものとす
るということでありまして、日南町の農業委員会の委員の任期につきましてはことしの５
月でありますので、その間は現在の定数が農業委員として存在するということでなってい
ます。
　なお、この法律の県下で一番最初に適用されるのが日南町ということになっています。
また、なぜ今回の４月の分を１月の臨時会でお願いするかということにつきましては、い
わゆる立候補なり推薦というふうなことがありますので、２月の広報では広報をして立候
補や推薦等のＰＲをする必要があるということで、今議会にお願いをするものでございま
す。よろしくお願いいたします。
○議長（村上　正広君）ただいま町長のほうから説明がありましたけども、農地利用適正
化という表現がありましたが、最適化というふうに思いますので、本文を変えておいてい
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ただきたいと思います。
　これより本案に対する質疑を許します。
　１０番、久代安敏議員。
○議員（10番　久代　安敏君）今、提案説明の中で町長も説明されましたけども、今回の
農業委員会の法律の改正で一番大きな特徴は、ずっと一貫して公選制でやってきたわけだ
けども、公選制が町長の任命制になると、これがまず全然違ってきました。それと、定数
についても、現行の農業委員は１３人から、このたび提案されているのは１０人というこ
とですね。定数が減ったという、この大きな２点について、なぜこれまでの公選制が、国
もいろんな考え方があってこういうふうにされたわけだけども、要するに農業者にとって
この改正がどうなのかという点をやっぱりきっちり住民にも周知する必要があるというこ
とを思いますので、その点が１点。
　それから、今後この条例に基づいて、５月に任期満了になるまでの間、やっぱり住民
に、これまでは選挙をずっと行ってきたわけですから、この点についての正しい説明をき
っちり今後周知していかなくてはいけない、そういうふうに思うんです。この点につい
て、どのような方向でされようとしているのかという大きな点についてお聞きしておきた
いと思います。
○議長（村上　正広君）小澤農業委員会事務局長。
○農業委員会事務局長（小澤美知弥君）久代議員の御質問にお答えします。
　周知という点でございますけど、きょうの臨時会で御承認いただきますと、週明けから
各まち協のほうに私と会長とで出向きまして、改正の理由なりの説明をさせていただくこ
とになっております。
　それから、昨年の秋から広報「いなほ」を通じて住民の皆様には、周知が徹底できてる
かどうかはちょっと確実なことはわかりませんけど、広報はしてきております。
　それから、法律の改正の大きな理由としましては、なぜこの最適化推進委員を置いたか
ということになりますと、従来どおりの農業委員にあっては、法令審議のほうにどちらか
というと特化していただきます。それで、新たに設けます最適化推進委員というのが実際
に今まで農業委員が活動されてきたところを担ってもらうということで、二段構えの農業
委員と最適化推進委員を置いて活動していくというふうに聞いております。
　公選制から任命制にかわったというのは、これは実は国のほうで実際に公選制とうたい
ながら、選挙をやって委員が選ばれたというのが全国的に統計とっても乏しいということ
で、形骸化しとるんじゃないかということで、このたび改正で任命制というふうになった
というふうに聞いております。
○議長（村上　正広君）増原町長。
○町長（増原　　聡君）若干つけ加えますと、これまで御承知のとおり、農業委員には団
体推薦という枠がございました。具体的にはＪＡと共済組合というふうなところからの団
体推薦ございましたけれども、この団体推薦をやめるということであります。いわゆるよ
り農業者の立場に立った形で、今、小澤局長が申しましたように、実質的には公選制とい
いながらほとんど無投票であったというふうなことがあるわけでありますけども、そのた
めには投票の準備ということで、実際選挙がなくても準備はする必要がありますので、国
全体としてもやはり相当な金額の、無投票のための選挙事務というのがやっとられるわけ
ですので、このいわゆる経費の節減ということも当然あろうかというふうに思っておりま
すけども、一つには、これまでのような圧力団体的な、いわゆる利害関係のある団体から
の推薦をなくして、本来的な農業者に近い方々の組織にしようというのが根本的な方向で
あります。
　流れといたしましては、具体的には全域からの推薦、これはこれまでいわゆる日南町の
全域からの推薦、立候補でありましたけども、全域からの推薦並びに団体等からの推薦、
そして公募、自分は出たいというふうな立候補、これを受けまして、これを町長への報告
という形で、町長のほうから候補者の整理をさせていただくという形になろうというふう
に思っております。それが多い場合には、どなたか適正な方をその中から選ぶということ
にさせていただきます。それを今度は議会のほうに出しまして同意を得ると、そして町議
会の同意を得て、町長への議会同意の報告での農業委員の任命、そして辞令交付というふ
うな流れになるというふうに聞いておりますので、そういう流れで進めていきたいという
ふうに思っております。
　また、もう一つ、先ほども間違えました農地利用最適化推進委員とありますけども、こ
れはいわゆる農業委員とほぼ同等な立場の人間でありまして、これまでどおりとは違っ
て、ある程度同程度の報酬といいますか、報酬が出る形の人間といいますか、職名になる
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というふうに思っています。主に農業委員会と一緒になって遊休農地の活用とか、それか
ら利用増進等の発掘に当たるといいますか、推進をするというふうな立場で、これまでは
任意的な、各自治会等で流動化推進員というのがおられたというふうに、あったという…
…（「昔ですか、今のは」と呼ぶ者あり）昔、流動化推進員というのがたしかおられたと
いうふうに思っておりますけど、今、農地銀行か何かの方と一緒にやっておられますけど
も、そういうふうな形よりもより高い次元で、大体各自治会、９人ということであります
ので、大体むら協、まち協等で１名、そして面積の多いところで２名というふうなところ
で９名という数字になっておるというふうに聞いておりますので、そういう数字で農業委
員会のほうで定数を、案を出されたというふうに聞いております。以上です。
○議長（村上　正広君）１０番、久代安敏議員。
○議員（10番　久代　安敏君）今、町長も触れられましたけども、これは定数条例だけで
すけども、この報酬をですね、農業委員さんも、それからこの最適化推進委員も、やっぱ
りきっちり仕事に見合う報酬の改定も含めてね、新規に新設される最適化委員の、報酬も
含めてきちっとした手だてをされないと、なかなか非常に大変な仕事になると思うんで、
今後、その点についても今後予算の中で出されると思いますけども、考えていただきたい
というふうに思いますので、よろしくお願いします。
○議長（村上　正広君）増原町長。
○町長（増原　　聡君）この農業委員、そして最適化推進委員のみならず、今いろいろな
ところ、例えば監査委員であるとか、そして教育委員等につきましても、各組織や委員さ
んのほうからの、また県の組織からももう一回見直しをちゃんとしてほしいというふうな
ことがあっておりますので、全般的にこれらにつきましては今回の新年度予算の中で見直
すということを考えております。
○議長（村上　正広君）７番、坪倉勝幸議員。
○議員（７番　坪倉　勝幸君）先ほど町長の答弁の中で、農業委員の推薦について全町か
らというお話がありましたが、農業委員会の考え方っていうのは各地域から１名ずつまち
づくり協議会に対して推薦を求めるという話でありました。その辺のところもきちんと説
明をいただきたいということと、その法律第８条第７号において、性別、年齢の偏りが生
じないように配慮をすることが町長に求められてるわけですけども、そういったところに
ついて、どのような形で具体的に配慮をされるのかというとこであります。県農業会議と
農業委員会検討組織にあっては、推薦なり公募を始める前に有識者によって候補者推薦調
整委員会というようなものをつくって、女性なり性別なり年齢の偏りが生じないように配
慮するということを農業委員会法は求めておるわけでありますけども、町長としてどのよ
うな方法で性別や年齢の均衡化に配慮されるのか伺います。
○議長（村上　正広君）増原町長。
○町長（増原　　聡君）今言われましたように、中途の段階での選定というのもあるわけ
ですけども、これ原則的には、先ほど局長のほうは局長と会長さんとでまちづくり協議会
を回るというふうにおっしゃいましたけども、根本的にはいわゆるフリーな立場の中で選
ぶのが原則でありますので、原則はそういうふうなことだということで御理解をいただき
たいと思っております。ただ、今の地域ということを考えますと、いわゆる旧村単位の中
ではやはり１名程度は必ずおられないと、いろいろな許認可も含めたり、御相談がしにく
いだろうと思っております。また、若干多いというのは、いわゆる面積の多い地域という
のがあるわけでして、農地面積が多いところ、そういうところには場合によっては複数と
いうふうなところを置いたらどうかというふうに農業委員会のほうの局長さんからは御意
見を承っております。また、もう一つは、先ほど性別という話がありましたけども、女性
の方もぜひとも選びたいとか、それから選んでいただきたいというふうな御意見を承って
おりますので、それはそれである程度尊重はしたいというふうに思っております。そうい
うふうなとこで、ただ、余りこちら、町長のほうが初めから全て全部決めてしまうと、や
はり根本的にはちょっと違う形になっていくというふうに思っておりますので、フリーハ
ンドの中で出てきた中で、先ほどありますように、旧村単位といいますか地域割、そして
面積、そして性別というものは加味をしていきたいというふうに思っております。
○議長（村上　正広君）７番、坪倉勝幸議員。
○議員（７番　坪倉　勝幸君）ちょっともう少し違うような気がするんですけども、あら
かじめ農業者や農業団体の推薦を求めなければならない、法律第９条にあるわけですけど
も、そこのところが先ほどの町長の答弁とニュアンスが違うんじゃないか。ですので、農
業委員会局長が説明されましたように、各まちづくり協議会に出向いて推薦依頼をすると
いうことだろうと思うんですけども、その辺の認識、答弁はずれがあるんじゃないかと。
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○議長（村上　正広君）増原町長。
○町長（増原　　聡君）確かにそれも一つの方法でありますけども、１人で自分が立候補
というふうなこともこれは可能な制度になっておりますので、それを阻害するということ
を初めから私どもが申すわけにはまいりませんので、ですから、そういう方法もあるし、
どなたかが自分がやりたいということもあるだろうと。その中でまた、先ほどありました
調整評価委員会ですか、評価委員会のほうの中でいろいろなものを加味しながら最終的に
は町長のほうで決めていく、それをまた議会に出すということにしておりますので、農業
委員会は農業委員会としての御意見があるというふうに思っておりますけども、それを余
り前面に出しますと、いわゆる根本的には自分で出たいという方たちを、それを阻害する
形はちょっと避けたいというふうに思っておりますので、とりあえずそういうふうな考え
方をしておるというふうに認識はしております。ただ、農業委員会とはそういうふうな意
思の疎通はしておりますので、その辺は加味をしたいというふうに思っておりますが、そ
れ以上余り言いますと、今度は逆に何か出来レースじゃないのかと、これ出来レースって
言葉は悪いですけども、出来レースというふうなことではやっぱりいけないというふうに
思っておりますので、あくまでも法律に沿って、農業委員会も含めた推薦や団体からの推
薦や、そして公募自体も阻害するものではないというふうなＰＲはしていきたいというふ
うに思っております。
○議長（村上　正広君）７番、坪倉勝幸議員。
○議員（７番　坪倉　勝幸君）公募も当然あると思いますけど、説明として確認をしてお
きたいのは、各まちづくり協議会に対して推薦依頼をきちんとされるかどうかと。農業
者、農業団体に対して推薦依頼をあらかじめ求めなければならないということにもなって
おりますので、ただ、会長、局長が行かれるのはともかくとして、町として推薦依頼とい
う形をとるべきだと思うわけです、むしろ農業委員会は推薦依頼をするわけじゃないと思
うんです。（「いや、それ違うでしょう、それ違う」と呼ぶ者あり）
○議長（村上　正広君）小澤農業委員会事務局長。
○農業委員会事務局長（小澤美知弥君）推薦依頼というのはございません。きょうの場で
承認いただきますと、４月の２５日から公募期間といいまして、１カ月間を要してホーム
ページ、それから広報で住民の皆様に周知をして、その中には農業団体の皆さんもいらっ
しゃるでしょうし、一個人もいらっしゃるでしょうし、そういった形で手だてをしていた
だくというふうに私どもは思います。
○議長（村上　正広君）７番、坪倉勝幸議員。
○議員（７番　坪倉　勝幸君）当然、公募は第９条に書いてありますが、その前にあらか
じめ地域の農業者や農業団体等に候補者の推薦を求めるということになっております。推
薦依頼という言葉をちょっと私も適切でなかったかなと反省しておりますけども、推薦を
求めなければならないということに、推薦を求めることになっておるんですからね。それ
はきちんとした形のまちづくり協議会に対して推薦を求めるという行為なのかどうかとい
うことについて確認しておきます。
○議長（村上　正広君）増原町長。
○町長（増原　　聡君）市町村長は、あらかじめ地域の農業者や農業団体等に候補者の推
薦を求めるということでありますので、当然当てがないとなかなか難しいわけであります
ので、いわゆるそういう意味で、ただ、求めるわけですけども、この方をというふうなこ
とでの求め方はしないということでありますので、どなたか地域のほうで適当な方がおら
れたら御推薦をお願いしますということはあるというふうに思っております。
○議長（村上　正広君）７番、坪倉勝幸議員。
○議員（７番　坪倉　勝幸君）当然、人を定めて推薦を求めるということは通常ないわけ
でありまして、まちづくり協議会に対して、そのまちづくり協議会が農業団体等に該当す
るかどうかということについては局長がそれも含められるという判断をされておりますけ
ども、農業者、農業団体等に推薦を求める。農業委員会の案としては、各地域から１名ず
つ、女性２人、それから学識経験者１人の１０名という、その枠を協議の上、決定されて
おりますけども、そのうちの７名について、各地域のまちづくり協議会に対して推薦を求
められるということについて確認をしておきたい。どうでしょうか。
○議長（村上　正広君）小澤農業委員会事務局長。
○農業委員会事務局長（小澤美知弥君）先ほど７名とおっしゃったわけですけど、これは
まちづくり協議会のほうに改正なりのお願いに出向くときには、まちづくり協議会といい
ますと新たな自治組織という位置づけになりますので、団体等からの推薦というふうな位
置づけになりますので、まちづくり協議会が農業団体という意味でこの間の常任委員会で
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言ったわけではございませんので。（「この間は」と呼ぶ者あり）はい。ですから、あく
までも団体等という意味合いで、自治組織の代表であるまちづくり協議会にその協議をお
願いしたいということで申したものでございます。
○議長（村上　正広君）８番、近藤仁志議員。
○議員（８番　近藤　仁志君）済みません。このたびまた女性委員を２名登用、あくまで
努力目標という形になっておりますけど、日南町の農業委員でも女性を参加してもらえた
らということで２名の方がかつて出られたことがありましたけど、それがどういうわけか
今はおられないということで、そういう面を反省を踏まえて、このたびどういう形で女性
委員を推薦、公募等のほうに手だてをされるか、ちょっとお伺いします。
○議長（村上　正広君）小澤農業委員会事務局長。
○農業委員会事務局長（小澤美知弥君）この女性委員２名というのは必須なものではざい
ません、言いますように努力目標でございます。それで、これは昨年の秋から県の農業会
議のほうで、県内で女性委員がまことに少ないということで、県内でも境港、若桜、日南
町というふうに実際ないところもあります。それから、女性委員がおられるとこも議会推
薦とか団体推薦の方がほとんどでございます。それで、努力目標としまして県内で女性委
員をふやしましょうと。それで、新たな上限定数が決まりますんで、それの２割を目標と
したらどうかということで、うちの場合、１０人が委員ということになりますので、それ
の２割、ですから２名ということになりますね。２名をとると日南町として掲げたもので
ございます。
　それで、女性委員の確保、２名の方に手挙げしてくださいってもなかなか日南町の御婦
人の方は奥ゆかしいものでございますんで、農協の女性会とか、朝どれ野菜の出荷先の方
とか、それからまだ何もお誘いはしておりませんけど、道の駅の関係の出荷者協議会に出
される御婦人の方の辺にでも手挙げがなかったらお話ししてみようかなとは考えておりま
す。
○議長（村上　正広君）８番、近藤仁志議員。
○議員（８番　近藤　仁志君）それでは、あくまで努力目標ということで、今は当然行政
からのほうの、何か後ろ向きのほうの答弁のようにちょっと拝見しまして、要するに努力
目標というのは望ましい姿ということで、こういう形で２名を登用されることを望むとい
うことで書いてあるわけでして、今の答弁では、あくまで努力目標だから、そろわなそろ
わんでもいいがなというような答弁ですので、できたらもう本当２名余が望ましい姿だと
感じられるなら、そういう形で進めてほしいと思います。
○議長（村上　正広君）小澤農業委員会事務局長。
○農業委員会事務局長（小澤美知弥君）積極的に考えて、頑張っていきたいと考えており
ます。
○議長（村上　正広君）４番、古都勝人議員。
○議員（４番　古都　勝人君）先ほど来、執行部のほうから説明をいただいておるところ
でございますが、まち協のほうに依頼をされるということですけども、基本的には１００
ヘクに１人というような目安もあるようでございます。で、歩かれるときに、例えば大き
なまち協と、面積的にですね、小さなまち協とあると思うんですが、とりあえずは１名を
という依頼をされるのか、したがって、ある場合とない場合と、人が、あろうかと思いま
すが、どっからも１名ずつ出れば７名になります。先ほど町長の話では、あとをフリーハ
ンドでいかれるのか、あるいは面積的に特定なまち協、例えば○○まち協上とか下とかっ
ていうふうに分けて１名ずつ出すとか、そこら辺は実際の問題として出てくる話だと思い
ます。その次に考えられるのは、先ほどありました農地利用最適化推進委員と農業委員と
も絡めて地区配分というようなことも考えられるのかどうか、その点についてお聞かせを
いただきたい。まだ始まっておりませんので、やってみないとわからないということがほ
とんどだと思いますけども、そこら辺を絡めて、公募に応じられたりとか、それから自分
でやってみたいとかいう方の出ぐあいによってそこら辺の配分を考えられるのか、そこら
辺について気持ちを伺います。
○議長（村上　正広君）増原町長。
○町長（増原　　聡君）今おっしゃいました、いや、本当にやってみないとわからないと
ころがありますので、例えば農地の多い部分は２人、例えば石見地域だったりは本当に農
地的には大きいわけですので、例えば１人じゃ足らないから２人出すということもあるの
かもしれないですね。また、もしくは該当者がなかなか見つからないので、１人で勘弁し
てくれということもあるのかもしれない。それを出てきた中で、やはり足らないところを
例えば町のほうで農業委員会や各団体や地域と相談しながら補っていくのか。そして、も
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しくは先ほど局長のほうは積極的にというふうに言いましたけども、全部男性だったって
いう場合に、じゃあどうするのかという話を、全部まち協から推薦で仮に９人来られて学
識経験者１名で、学識経験者を女性にする方法もあるのかもしれませんけども、仮に言う
と、９人全員が男性ですと１名女性の方ってなかなか難しいと思うわけですけども、どな
たかを例えば女性に振りかえるというふうなこともあるのかもしれません。その辺は最終
的にはまた役場の中で、町長の機関としてそういう審査をする機関があるわけですので、
その場で考えていくということで、これから多分農業委員会の局長や、それから会長さん
がまち協等を回られたり、それから具体的に現在の農業委員さん方からもいろんな意見が
あろうかというふうに思っておりますので、そういう意見を聞きながらある程度整理をし
ていきたいというふうに思っておりますので、先ほどあった女性というのも確かにそうな
んですけども、実際に言いますと、もう一つには青年も足らないというふうに思っており
ます。パンフレットにも書いてありますけども、非常に高齢化をしておるというふうな中
で、若い方の抜てきといいますか、農業委員等にも抜てきというふうなこともあろうとい
うふうに思っております。また、場合によっては最適化委員さんのほうに例えば振り分け
て、こちらのほうにお願いできませんかということで、一緒になってやっていただくとい
うふうなことも考えていく必要があるのかなというふうに思っておりますが、その辺はあ
る程度、私ども正直申しまして、余り固定観念持たずにフリーハンドといいますか、でや
ってみるということからやっていかないと、たらとればの話をしておりますと切りがない
話になりますので、フリーハンドでできるだけ臨みたいというふうに思っております。
○議長（村上　正広君）以上で質疑を終結いたします。
　これより討論、採決を行います。
　日程第３、議案第１号、日南町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定
数に関する条例の制定についての討論を許します。
　　　　　　　　　　　　　　　　〔討論なし〕
○議長（村上　正広君）討論を終結いたします。
　これより採決を行います。
　議案第１号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（村上　正広君）御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され
ました。
　　　　─────────────・───・─────────────
　日程第４　議員派遣の件
○議長（村上　正広君）日程第４、議員派遣の件を議題といたします。
　今後予定されております議員派遣の件については、タブレット２２ページのとおりであ
ります。
　お諮りいたします。議員派遣について御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（村上　正広君）御異議なしと認めます。よって、議員派遣の件は、タブレット
２２ページのとおり決定をいたしました。
　　　　─────────────・───・─────────────
○議長（村上　正広君）お諮りいたします。本臨時会に付議された案件は以上をもって全
て議了いたしました。これをもって会議を閉じ、閉会といたしたいと思いますが、これに
御異議ありませんか。
　　　　　　　　　　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（村上　正広君）御異議なしと認めます。よって、平成２８年第１回日南町議会臨
時会の会議を閉じ、閉会といたします。御協力ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　午前９時４０分閉会
　　　　───────────────────────────────
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